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(57)【要約】
【課題】本発明の目的は、浴室の床材などのＦＲＰ成形
品への温感性能を付与する技術について、工数の増加や
設備投資等を抑えつつ、簡便な方法で且つ温感性能が均
一で安定した浴室用床材とその製造方法を提供すること
にある。
【解決手段】本発明の浴室床用成形品は、表面層樹脂シ
ートと、該表面層樹脂シートの一面側に積層され一体化
された半硬化断熱層樹脂シートと、該半硬化断熱層樹脂
シートの一面側に積層され一体化された基材シートとを
具備した事を特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面層樹脂シートと、該表面層樹脂シートの下面側に積層された断熱層樹脂シートと、
該断熱層樹脂シートの下面側に積層された基材シートとを具備し、内部に独立気泡を有す
る中空充填材が前記断熱層樹脂シートに複数分散された事を特徴とする浴室床用成形品。
【請求項２】
　前記表面層樹脂シートが熱硬化性樹脂と硬化剤とシート状の補強材とで構成され、前記
補強材が前記熱硬化性樹脂と前記硬化剤を含む混練樹脂組成物層で覆われ、前記表面層樹
脂シートが半硬化表面層樹脂シートの硬化物である事を特徴とする請求項１に記載の浴室
床用成形品。
【請求項３】
　前記断熱層樹脂シートが熱硬化性樹脂と硬化剤と中空充填材とシート状の補強材とで構
成され、前記補強材が前記熱硬化性樹脂と前記硬化剤と前記中空充填材を含む混練樹脂組
成物層で覆われ、前記混練樹脂半硬化組成物中に前記中空充填材が分散され、前記断熱層
樹脂シートが半硬化断熱層樹脂シートの硬化物である事を特徴とする請求項１に記載の浴
室床用成形品。
【請求項４】
　前記中空充填材が前記熱硬化性樹脂１００質量部に対し１０～５０質量部含まれたこと
を特徴とする請求項３に記載の浴室床用成形品。
【請求項５】
　前記表面層樹脂シートと前記断熱層樹脂シートの少なくとも一方が織布あるいは不織布
であり、それらの表面に色または模様が付与されている事を特徴とする請求項１～４のい
ずれか一項に記載の浴室床用成形品。
【請求項６】
　前記表面層樹脂シートに防汚剤が配合されている事を特徴とする請求項１～５のいずれ
か一項に記載の浴室床用成形品。
【請求項７】
　表面層樹脂シートと、該表面層樹脂シートの下面側に積層された断熱層樹脂シートと、
該断熱層樹脂シートの下面側に積層された基材シートとを具備し、中空充填材が前記断熱
層樹脂シートに複数分散された事を特徴とする浴室床用成形品を製造するに際し、
　半硬化表面層樹脂シートと、半硬化断熱層樹脂シートと、基材シート用の成形材料を重
ねて成形型の内部に収容し、成形型により加熱加圧して前記半硬化表面層樹脂シートを硬
化させた表面層樹脂シートと、前記半硬化断熱層樹脂シートを硬化させた断熱層樹脂シー
トと、前記成形材料を硬化させた基材シートを積層一体化することを特徴とする浴室床用
成形品の製造方法。
【請求項８】
　前記半硬化表面層樹脂シートを製造するに際し、シート状の補強材の周囲に熱硬化性樹
脂組成物と硬化剤を混練した樹脂組成物を含浸後加熱して半硬化させることを特徴とする
請求項７に記載の浴室床用成形品の製造方法。
【請求項９】
　前記半硬化断熱層樹脂シートを製造するに際し、シート状の補強材の周囲に熱硬化性樹
脂組成物と硬化剤と中空充填材を混練した樹脂組成物を含浸後加熱して半硬化させること
を特徴とする請求項７に記載の浴室床用成形品の製造方法。
【請求項１０】
　前記熱硬化性樹脂組成物１００質量部に対し前記中空充填材１０～５０質量部を混練す
ることを特徴とする請求項９に記載の浴室床用成形品の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、樹脂シートを用いて温感性を付加させた浴室床用成形品及びその製造方法に



(3) JP 2017-133319 A 2017.8.3

10

20

30

40

50

関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、浴室の床材などのＦＲＰ（繊維強化プラスチック）成形品に温感性能を持たせる
技術として、樹脂に中空の充填材を混合し、スプレーや刷毛を用いてゲルコート層の裏に
塗布させた上に支持層を積層して成形する方法、中空の充填材を樹脂材料と共に混練した
成形材料を加熱加圧して成形する方法、中空の充填材を混練した樹脂材料をシート状に成
形した断熱シートを成形材料と一体プレス成形する方法が知られている。
【０００３】
　例えば、以下の特許文献１には、保温層と反応硬化性樹脂および強化用繊維を主材とす
る支持層をコルゲート層の裏面側に積層し、バルーン状の軽量フィラーを混入した反応性
硬化樹脂層で保温層を形成し、その保温層をコルゲート層と支持層との間に配置して一体
化したＦＲＰ成形品が開示されている。
　特許文献２には、洗い場用床パネルにおいて、ＳＭＣ（シートモールディングコンパウ
ンド）をプレス成形した繊維強化プラスチックの基部の表面に島状に突出する複数の凸部
を形成し、各凸部を無数の気孔を有する断熱部とその表面の保護層から構成した床パネル
が開示されている。
　特許文献３には、ＳＭＣ等からなる基材層とその上面に形成された断熱層とその上面に
積層された化粧層とを備え、前記断熱層として複数の中空粒子をプリプレグシート中に分
散させてなるフロア材が開示されている。
　特許文献４には、中空気泡体含有樹脂層とその上に配置される表面保護樹脂層とを備え
、これらの層の境界部に中空気泡体の直径未満の開口を有する樹脂浸透シートを配し、表
面保護樹脂層と中空気泡体含有樹脂層を同一樹脂にて１枚のシートにした断熱シートが記
載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１６７９４０号公報
【特許文献２】特許第４４４２７２７号公報
【特許文献３】特開２００７－８５０５５号公報
【特許文献４】特開２００８－１７３７８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の従来技術では、ゲルコート層の裏面側にバルーン状の軽量フィラー
を混入した樹脂で保温層を形成し、支持層との間に配置して一体成形する技術が記載され
ている。しかし、この技術では成形工程が増加する為、相対的に成形サイクルが長くなる
問題がある。また、保温層の形成をスプレーや刷毛などを使用して行う為に厚みムラが出
やすく、温感性にバラつきが発生する問題点があった。
【０００６】
　特許文献２に記載の方法では、従来のＳＭＣ生産ラインの他に保護層を形成する為の塗
装設備が必要であり、設備投資費用が増加する。さらに、基部用ＳＭＣの上面に配置した
断熱用ＳＭＣを一体成形する方法では、ＳＭＣが型内を流動しながら硬化するため、断熱
層の厚みにばらつきが発生し易く、床面全体に均一な温感性能を得られない不良品の発生
と生産性が低下する等の問題点があった。
【０００７】
　特許文献３に記載の方法では、シート材へ刷毛などにより樹脂を含浸させた後に溶剤を
揮発させることでプリプレグシートを作製する方法が記載されている。しかし、刷毛で含
浸させている為、シート材への樹脂の含浸にバラつきが生じやすい。また、溶剤を揮発さ
せる方法ではシート材に十分に樹脂を含浸しにくい上に、樹脂が硬化していない為、成形
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した際に樹脂が流動する事でシート材の一部が表出し易く、汚染性や長期使用安定性が悪
くなってしまう問題があった。
【０００８】
　特許文献４に記載の方法では、表面保護樹脂層と中空気泡体含有樹脂層を同一樹脂にて
１枚のシートにする方法が記載されている。しかし、同一樹脂を使用している為に表面層
と中空気泡体含有樹脂層で仕様を変更出来ない為に形状の追随性とシート破れ防止を両立
させる事が難しいという問題点があった。
【０００９】
　本発明は、前記の課題に鑑みなされたものであって、ＳＭＣ成形時のプレス時間に僅か
な時間を追加することで成形可能であり、樹脂シートの作製には特別な生産設備を必要と
せず、表面欠陥が無く中空充填材が存在しているので均一な温感性を発揮する浴室床用成
形品及びその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　　本発明は、上記課題を解決する手段として、以下の構成を有する。
（１）本発明の浴室床用成形品は、表面層樹脂シートと、該表面層樹脂シートの下面側に
積層された断熱層樹脂シートと、該断熱層樹脂シートの下面側に積層された基材シートと
を具備し、内部に独立気泡を有する中空充填材が前記断熱層樹脂シートに複数分散された
事を特徴とする。
　断熱層樹脂シートに分散された中空充填材が断熱層樹脂シートに温感性を付与する。　
断熱層樹脂シートは独立気泡を有する中空充填材が分散されているので、床面全体に均一
な温感性能が得られる。
【００１１】
（２）本発明において、前記表面層樹脂シートが熱硬化性樹脂と硬化剤とシート状の補強
材とで構成され、前記補強材が前記熱硬化性樹脂と前記硬化剤を含む混練樹脂組成物層で
覆われ、前記表面層樹脂シートが半硬化表面層樹脂シートの硬化物である事が好ましい。
　補強材を有することで表面層樹脂シートに必要な強度が付与される。
【００１２】
（３）本発明において、前記断熱層樹脂シートが熱硬化性樹脂と硬化剤と中空充填材とシ
ート状の補強材とで構成され、前記補強材が前記熱硬化性樹脂と前記硬化剤と前記中空充
填材を含む混練樹脂組成物層で覆われ、前記混練樹脂半硬化組成物中に前記中空充填材が
分散され、前記断熱層樹脂シートが半硬化断熱層樹脂シートの硬化物である事が好ましい
。
　中空充填材が分散されることで均一な温感性を得ることができる。
【００１３】
（４）本発明において、前記中空充填材が前記熱硬化性樹脂１００質量部に対し１０～５
０質量部含まれた事が好ましい。
　中空充填材を熱硬化性樹脂１００質量部に対し１０～５０質量部配合することで良好な
温感性を有する浴室床用成形品を提供できる。
【００１４】
（５）本発明において、前記表面層樹脂シートと前記断熱層樹脂シートの少なくとも一方
が織布あるいは不織布であり、それらの表面に色または模様が付与されている事が好まし
い。
　織布あるいは不織布に色または模様が付与されていると、意匠性の高い浴室床用成形品
を提供できる。
【００１５】
（６）本発明において、前記表面層樹脂シートに防汚剤が配合されている事が好ましい。
　表面層樹脂シートに防汚剤を配合することで防汚性の高い汚れ難い浴室床用成形品を提
供できる。
【００１６】
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（７）本発明に係る浴室床用成形品の製造方法は、表面層樹脂シートと、該表面層樹脂シ
ートの下面側に積層された断熱層樹脂シートと、該断熱層樹脂シートの下面側に積層され
た基材シートとを具備し、内部に独立気泡を有する中空充填材が前記断熱層樹脂シートに
分散された事を特徴とする浴室床用成形品を製造するに際し、半硬化表面層樹脂シートと
、半硬化断熱層樹脂シートと、基材シート用の成形材料を重ねて成形型の内部に収容し、
成形型により加熱加圧して前記半硬化表面層樹脂シートを硬化させた表面層樹脂シートと
、前記半硬化断熱層樹脂シートを硬化させた断熱層樹脂シートと、前記成形材料を硬化さ
せた基材シートを積層一体化することを特徴とする。
【００１７】
（８）本発明において、前記半硬化表面層樹脂シートを製造するに際し、シート状の補強
材の周囲に熱硬化性樹脂組成物と硬化剤を混練した樹脂組成物を含浸後加熱して半硬化さ
せることが好ましい。
（９）本発明において、前記半硬化断熱層樹脂シートを製造するに際し、シート状の補強
材の周囲に熱硬化性樹脂組成物と硬化剤と中空充填材を混練した樹脂組成物を含浸後加熱
して半硬化させることが好ましい。
　本発明において、前記熱硬化性樹脂組成物１００質量部に対し前記中空充填材１０～５
０質量部を混練することが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、表面層樹脂シートの下部に断熱層樹脂シートを積層し、その下部に基
材シートを積層したので、断熱層樹脂シート中に分散させた中空充填材が成形品表面に出
ることを防止できる。成形品表面は表面層樹脂シートを設けているので、表面層樹脂シー
トに模様などの装飾を施すことで表面意匠性の高い浴室床用成形品を提供できる。
　また、断熱層樹脂シートは中空充填材を混練した樹脂材料を補強材に含浸後加熱し、基
材層と同時プレス成形を行っても中空充填材を複数有する浴室床用成形品が作製可能とな
り、これによって、浴室床用成形品に安定した温感性を付与する事ができる。
【００１９】
　また、前記構造であるならば、金型に半硬化表面層樹脂シート及び半硬化断熱層樹脂シ
ートを載置して加熱加圧一体成形できる為、通常の成形時間に半硬化表面層樹脂シート及
び半硬化断熱層樹脂シートを載置する時間を追加するだけで浴室床用成形品を成形でき、
生産性の低下を最小限に抑えることができる。
【００２０】
　半硬化表面層樹脂シート及び半硬化断熱層樹脂シートは、加熱加圧一体成形する事で成
形型の形状、表面の微細な凹凸を転写する事ができるので、防滑性に優れた成形品を作製
することができる。さらに、半硬化表面層樹脂シートと半硬化断熱層樹脂シートで樹脂配
合や硬化度をそれぞれ任意に調整する事ができるので、半硬化表面層樹脂シートと半硬化
断熱層樹脂シートで別々の機能を持たせる事ができる。
【００２１】
　さらに、この半硬化表面層樹脂シート及び半硬化断熱層樹脂シートはＳＭＣのようなガ
ラス繊維のせん断と均一塗布、シートの熟成などの工程が無い為、工数及び使用可能まで
の時間低減を図ると共に、大規模な設備や新規の設備が不要であり設備投資の抑制を図る
ことができる。
【００２２】
　半硬化樹脂シートは、一般のプリプレグシートのような基材に樹脂を含浸させて乾燥ま
たは増粘させた物ではなく、樹脂組成物に硬化剤を添加し、基材に含浸させた後に加熱硬
化させる際に硬化を途中で止めた状態にすることで、成形時の樹脂流動によって生じ易い
中空充填材のバラつきや層の厚みの変化を抑制する事ができる。このため、均一であり安
定した温感性を有した浴室床用成形品を提供できる。
【００２３】
　半硬化表面層樹脂シート及び半硬化断熱層樹脂シートの補強材に模様材や転写模様材を
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配合する事で、意匠性にも優れた成形品を作製することができる。さらに、半硬化表面層
樹脂シート及び半硬化断熱層樹脂シート、それぞれに着色する事ができる為に意匠の組み
合わせを広げる事ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る第１実施形態の浴室床用成形品を示す断面図。
【図２】同浴室床用成形品の製造方法を示すもので、（ａ）は上下の型の間に半硬化表面
層樹脂シートと半硬化断熱層樹脂シートと成型材料を設置した状態を示す構成図、（ｂ）
は上下の型で半硬化表面層樹脂シートと半硬化断熱層樹脂シートと成型材料を加圧してい
る状態を示す構成図、（ｃ）は上下の型を開いた状態を示す構成図。
【図３】同浴室床用成形品の製造方法を示すもので、（ａ）は表面層用補強材に表面層用
熱硬化性樹脂組成物を含浸させる直前の状態を示す構成図、（ｂ）は表面層用補強材に表
面層用熱硬化性樹脂組成物を含浸させた状態を示す構成図。
【図４】同浴室床用成形品の製造方法を示すもので、（ａ）は断熱層用補強材に断熱層用
熱硬化性樹脂組成物を含浸させる直前の状態を示す構成図、（ｂ）は断熱層用補強材に断
熱層用熱硬化性樹脂組成物を含浸させた状態を示す構成図。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態を挙げて本発明の詳細を説明する。
　本発明の第１実施形態に係る温感性能を付加した浴室床用成形品１は、図１に示すよう
に表面層樹脂シート２と、表面層樹脂シート２の下面に積層された断熱層樹脂シート３と
、断熱層樹脂シート３の下面に積層された基材シート（基材層）４とから構成される。
　表面層樹脂シート２は、表面層用補強材１１の周囲を熱硬化性樹脂組成物と硬化剤を混
練した樹脂組成物の硬化物で覆ってなる。断熱層樹脂シート３は、断熱層用補強材１２の
周囲を熱硬化性樹脂組成物と硬化剤と中空充填材１８を混練した樹脂組成物の硬化物で覆
ってなる。
　表面層樹脂シート２は具体的には表面層用補強材１１を半硬化表面層樹脂で覆ってなる
半硬化表面層樹脂シート６を後述する如く加熱加圧して形成される。
　断熱層樹脂シート３は断熱層用補強材１２を半硬化断熱層樹脂で覆ってなる半硬化断熱
層樹脂シート７を後述する如く加熱加圧して形成される。
【００２６】
≪表面層樹脂シート２について≫
　表面層樹脂シート２に用いられる熱硬化性樹脂は、特に制限はないが、不飽和ポリエス
テル樹脂、ビニルエステル樹脂、アクリル樹脂、ジアリルフタレート樹脂等を使用でき、
１種類を単独、もしくは２種類以上の樹脂を併用して使用することができる。
【００２７】
　不飽和ポリエステル樹脂は、不飽和多塩基酸、飽和多塩基酸、および多価アルコールを
特定の割合で脱水縮合し、重合性単量体を混合したものが使用できる。
　不飽和多塩基酸又はその無水物としては、例えば、マレイン酸、フマル酸、イタコン酸
、シトラコン酸、これらの無水物等が挙げられる。これらは２種以上併用してもよい。
　飽和多塩基酸又はその無水物としては、フタル酸、無水フタル酸、イソフタル酸、テレ
フタル酸、テトラヒドロフタル酸、テトラヒドロ無水フタル酸、３、６－エンドメチレン
テトラヒドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロフタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、グルタ
ル酸、アジピン酸、セバチン酸、トリメリット酸、無水トリメリット酸、ピロメリット酸
、ダイマー酸、こはく酸、アゼライン酸、ロジン‐マレイン酸付加物などが挙げられる。
これらは２種以上を併用してもよい。
【００２８】
　多価アルコールとしては、エチレングリコール、ジエチレングリコール、プロピレング
リコール、ジプロピレングリコール、１，３－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオー
ル、ネオペンチルグリコール、１，４－シクロヘキサンジオール、水素添加ビスフェノー
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ルＡ等の二価アルコール、グリセリン、トリメチロールプロパン等の三価アルコール、ペ
ンタエリスリトール等の四価アルコールなどが挙げられる。これらは２種以上を併用して
もよい。
【００２９】
　重合性単量体としては、例えば、スチレン、クロルスチレン、ジビニルベンゼン、ター
シャリブチルスチレン、臭化スチレン等のスチレン誘導体、メタクリル酸メチル、メタク
リル酸エチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル等のメタクリル酸又はアクリル酸の
アルキルエステル、β－ヒドロキシメタクリル酸エチル、β－ヒドロキシアクリル酸エチ
ル等のメタクリル酸又はアクリル酸のヒドロキシアルキルエステル、ジアリルフタレート
、アクリルアミド、フェニルマレイミドなどが挙げられる。また、エチレングリコールジ
メタクリレート、ネオペンチルグリコールジメタクリレート、トリメチルプロパントリメ
タクリレートなどの多官能のメタクリル酸又はアクリル酸のエステル類を用いることがで
きる。重合性単量体の配合割合としては、不飽和ポリエステル樹脂溶液として２０～７０
質量％が好ましい。２０質量％未満では不飽和ポリエステル樹脂の粘度が高くなり作業性
が低下すること、逆に７０質量％を超えると硬化物の機械特性が低下する傾向にある。
【００３０】
　ビニルエステル樹脂としては、エポキシ樹脂とアクリル酸、メタクリル酸等のα，β－
不飽和モノカルボン酸とのエステル化によって得られるエポキシ（メタ）アクリレートを
用いることができ、前記不飽和ポリエステル樹脂における重合性単量体を混合したものが
使用できる。ここで使用されるエポキシ樹脂としては、例えばビスフェノールＡ型、ビス
スフェノールＦ型及びビスフェノールＳ型等のビスフェノール型エポキシ樹脂、フェノー
ルノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂等が挙げられる。
【００３１】
　これらの熱硬化性樹脂を硬化させるための硬化剤は、表面層樹脂シート２を半硬化状態
で形成させた際にシート形状を保持し、取扱可能な強度まで硬化させることができ、その
後ＳＭＣまたはＢＭＣとの加熱加圧成形によって完全硬化に到達させられるものであれば
特に限定されるものではない。熱硬化性樹脂は、有機過酸化物を添加した熱硬化樹脂組成
物を１０℃／ｍｉｎの昇温速度でＤＳＣ測定した際の最大発熱ピーク温度が１１０℃～１
８０℃であればよく、公知の有機過酸化物を１種または２種以上を併用して使用できる。
また、プリゲル化剤として作用するアスコルビン酸を併用することもでき、その組み合わ
せ、種類は、所望する半硬化の状態や成形温度に応じて適宜選定できる。
　ＤＳＣ測定した際の最大発熱ピーク温度が１１０℃未満の有機過酸化物を使用すると加
熱加圧成形時に反応の進行が徐々に速くなり、型の表面形状によっては転写不良を起こす
可能性が上がる。
　また、ＤＳＣ測定した際の最大発熱ピーク温度が１８０℃を超えると、加熱加圧成形時
に硬化不良が生じる可能性があり、成形時間が長くなる為好ましくない。
　また、半硬化状態の調整及び長期間半硬化状態を維持させるために連鎖移動剤、重合禁
止剤を併用することもできる。
【００３２】
　有機過酸化物としては、例えばケトンパーオキサイド類、パーオキシケタール類、ハイ
ドロパーオキサイド類、ジアルキルパーオキサイド類、ジアシルパーオキサイド類、パー
オオキシジカーボネート類、ジアルキルパーオキシジカーボネート類、パーオキシエステ
ル類等が使用できる。また有機過酸化物の配合量は、用途や所望の半硬化状態に応じて適
宜選定できるが、熱硬化性樹脂に１００質量部に対して、０．１～５質量部、好ましくは
０．２～３質量部の範囲である。これは有機過酸化物の量が０．１質量部未満であると熱
硬化性樹脂が不完全硬化状態になる可能性が増し、逆に５質量部を超えると経済的に不利
になるためである。
【００３３】
　アスコルビン酸は、Ｌ－アスコルビン酸、Ｄ－アスコルビン酸またはその誘導体であれ
ばよく、またこれらの混合物であってもよく、工業的に大量生産されるアスコルビン酸が
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使用できる。また、アスコルビン酸は、通常針状結晶であるため、結晶状態もしくは有機
溶媒溶液として使用することができるが、取扱面から、有機溶媒溶液として使用すること
が好ましい。使用可能な有機溶媒としては、ケトン類、フタル酸エステル類、りん酸エス
テル等の各種有機エステル類、アルコール類、アルキレングリコール類および各種の脂肪
族炭化水素等が挙げられ、水溶液としても使用可能である。特に好ましい有機溶媒として
は、アスコルビン酸に対する溶解性に優れたトリエチルホスフェートであり、溶液濃度は
５～３０％程度が好ましい。これは５％未満であると使用する有機溶媒の量が徐々に増え
るため経済的に不利であり、逆に３０％を超えるとアスコルビン酸の溶解に要する時間が
徐徐々に増すためである。また、アスコルビン酸の配合量としては、用途や所望の半硬化
状態に応じて適宜選定できるが、熱硬化性樹脂１００質量部に対して、アスコルビン酸０
．００１～１質量部であり、好ましくは、０．０１～０．５質量部である。これはアスコ
ルビン酸の量が少なすぎると硬化に作用するのに不十分となり、逆に多すぎると完全硬化
してしまうことや変色するためである。
【００３４】
　連鎖移動剤としては、例えば２，４－ジフェニル４－メチル１－ペンテンまたはターピ
ノーレン等が単独または併用で使用できる。連鎖移動剤の配合量は、熱硬化性樹脂１００
質量部に対して、０．０１～１０質量部であり、好ましくは０．１～３質量部である。こ
れは連鎖移動剤の量が少なすぎると半硬化状態を維持できず完全硬化に移行する可能性が
あり、逆に多すぎると半硬化状態までの時間が長くなるからである。
【００３５】
　重合禁止剤としては、特に半硬化速度や最高発熱温度等を調製する目的で、例えばｐ－
ベンゾキノン、ナフトキノン、トルキノン、ハイドロキノン、モノ－ｔ－ブチルハイドロ
キノン、ジブチルヒドロキシトルエン等が使用できる。配合量は、熱硬化性樹脂１００質
量部に対し０．０１～１質量部であることが好ましい。
【００３６】
　半硬化表面層樹脂シート６の硬化度は、用途に応じて適宜設定できるため一概に特定で
きないが、５～８０％程度であり、好ましくは１０～６０％である。ここでいう硬化度は
、例えば熱硬化性樹脂の重合性単量体が硬化によって消費された割合で定義することがで
きる。スチレンを重合性単量体として使用した場合、以下の式で定義することができる。
硬化度[％]＝（総スチレン量[ｇ]－残留スチレン量[ｇ]）／総スチレン量[ｇ]
　尚、好ましい硬化度の上限を、半硬化断熱層樹脂シートより低く設定したことにより、
金型の表層形状の転写性を確保することが出来る。
【００３７】
　こうして定義される硬化度５％未満では、半硬化表面層樹脂シート６は、べとつきが有
り取扱性が低下することや、基材との加熱加圧成形においてシートが破れたりすることが
ある。逆に硬化度８０％を超えてくると、加熱加圧成形時に、金型の形状、金型表面の微
細凹凸、光沢、艶消し形状への追随性が低下する。またここでいう微細凹凸とは、表面粗
さ形状測定機で評価長さ２０ｍｍ、測定速度０．６ｍｍ／秒、カットオフ値０．０８ｍｍ
、フィルタ種別ガウシアン、カットオフ比３００に設定し、任意に選んだ３か所以上を測
定したときに、算術平均粗さＲａ（ＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９９４）の平均値が０．５μ
ｍ以上であるように施された凹凸である。このような微細凹凸形状は、防滑性に効果的に
作用する。
【００３８】
　補強材１１は、織布及び／又は不織布を用いることができ、紙類、ポリエステル樹脂、
アクリル樹脂等の有機繊維、あるいはガラス等の無機繊維製のものを用いる。織布として
は、平織り、綾織り等があり、不織布としては、フェルト状、マット状、ペーパー状等が
あるが特に制限はない。また補強材は２層以上設けてもよく、異種の補強材を併用するこ
ともできる。
【００３９】
≪半硬化断熱層樹脂シート７について≫
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　半硬化断熱層樹脂シート７に用いられる熱硬化性樹脂、硬化剤、補強材１２については
半硬化表面層樹脂シート６で用いた物と同じ物を用いることができる。
【００４０】
　半硬化断熱層樹脂シート７の硬化度は、用途に応じて適宜設定できるため一概に特定で
きないが、５～８０％程度であり、好ましくは１０～８０％である。
　尚、好ましい硬化度の上限を、半硬化表面層樹脂シート７より高く設定したことにより
、プレス一体成形による半硬化表面層樹脂シート６及び半硬化断熱層樹脂シート７の破れ
等を防止することができる。
【００４１】
　硬化度５％未満では、半硬化断熱層樹脂シート７は、べとつきが有り取扱性が低下する
ことや、基材との加熱加圧成形においてシートが破れたりすることがある。逆に硬化度８
０％を超えてくると、加熱加圧成形時に、金型の形状への追随性が低下する。
【００４２】
　中空充填材１８は、内部に独立気泡を有するものであることが好ましく、無機系のもの
、有機系のもの何れでも使用することができ、無機系としては、ガラスバルーン、シリカ
バルーン、フライアッシュバルーン、シラスバルーン、アルミナバルーン、セラミックバ
ルーン等を用いる事ができる。有機系としては、ウレタンバルーン、フェノールバルーン
、ポリアミドバルーン等を用いる事ができる。
　また、無機系のものと有機系のものを合わせて使用する事ができる。さらに、粒径の異
なる２種類以上の中空充填材１８を組み合わせて使用することもできる。
　中空充填材１８の粒径は、特に制限されるものではないが、樹脂との混合、分散性、補
強材１２への含浸性等に良好な１０～１００μｍの範囲が好ましい。粒径が１０μｍ未満
の場合は断熱性能が徐々に低下する。１００μｍを越えると樹脂シート作製の際、補強材
１２への含浸性が低下し、気泡が入りやすくなり、シート硬化度が不安定になる。
　中空充填材１８の添加量は、樹脂１００質量部に対して、１０～５０質量部配合される
事が好ましい。添加量が１０重量部未満の場合、樹脂の割合が多く充填材が均一に分散さ
れなくなるため、温感性能にバラつきが生じる。また、添加量が５０質量部を超えると、
配合樹脂組成物の粘度が高くなるために、攪拌が困難になり、合わせて補強材１２への含
浸性が低下する。なお、この中空充填材１８の比重は樹脂の比重より軽いので、後述する
成形時であって成形開始するまでの間に半硬化断熱層樹脂シートの成型時の上面側に寄る
傾向となる。
【００４３】
　また、半硬化断熱層樹脂シートの厚みは、５０μｍから２０００μｍ程度であることが
好ましく、１００から１５００μｍがより好ましい。厚みが５０μｍ未満では、温感性能
が悪くなる。厚みが２０００μｍを超えると加熱加圧成形時に金型への追随性が低下し、
半硬化表面層樹脂シートの硬化性が悪くなり耐汚染性が低下する。
【００４４】
　半硬化断熱層樹脂シート７を積層する際の表裏に制限は無いが、シート上面はシート下
面と比べて中空充填材１８の量が密になる為、表面層側にシート上面を向けた場合はより
断熱性を高める事ができる。また、着色して隠蔽層として使用する場合は表面層側にシー
ト下面を向ける事で色むらを抑制する事ができる。
【００４５】
≪基材シート４について≫
　基材シート４となる成形材料としては、ＳＭＣ、ＢＭＣ、ＴＭＣ等の熱硬化性繊維強化
材料を用いることができる。
【００４６】
≪加熱加圧一体成形について≫
　加熱加圧一体成形の方法としては、図２に示すように表面用型５から順に半硬化表面層
樹脂シート６、半硬化断熱層樹脂シート７、成形材料８を載置して裏面用型９で上から型
締め成形する方法があり、その成形圧力は３．９８ＭＰa～９．８１ＭＰa程度（４０ｋｇ
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ｆ／ｃｍ２～１００ｋｇｆ／ｃｍ２）であることが好ましく、４．９０ＭＰa～７．８５
ＭＰa（５０ｋｇｆ／ｃｍ２～８０ｋｇｆ／ｃｍ２）であることがより好ましい。
　成形圧力が３．９８ＭＰa未満では、半硬化表面層樹脂シート６及び半硬化断熱層樹脂
シート７と成形材料の界面の空気が抜けにくい不具合が発生する傾向があり、逆に９．８
１ＭＰaを超えると必要以上の成形圧となり経済性の観点から好ましくない。また半硬化
表面層樹脂シート６と表面型の間の空気や樹脂シートと成形材料との間の空気を効果的に
抜くために、必要に応じて型締めが完了するまでの間、真空引きを行うこともできる。
【００４７】
　加熱加圧一体成形時の表面用型５及び裏面用型９の温度は、１１０～１７０℃程度であ
ることが好ましく、１３０～１６０℃であることがより好ましい。１１０℃未満では半硬
化表面層樹脂シート６及び半硬化断熱層樹脂シート７および成形材料８の硬化時間が長く
なり生産性が低下すること、逆に１７０℃を超えると硬化の進行が早くなり、表面用型の
形状を転写することが難しくなることや成形材料が型の内部に完全に充填する前に硬化し
てしまうといった不具合が発生しやすくなる。
【００４８】
≪シートの作製方法≫
　本発明における半硬化表面層樹脂シート６及び半硬化断熱層樹脂シート７を作製する方
法は、図３、４に示すような、以下の「１」乃至「３」の工程によって製造することがで
きる。
「１」図３（ａ）又は図４（ａ）に示すようにクリアフィルム１０上に表面層用補強材１
１又は断熱層用補強材１２を載置した後、表面層用熱硬化性樹脂と表面層用硬化剤を配合
した表面層用熱硬化性樹脂組成物１３又は断熱層用熱硬化性樹脂と中空充填材１８と断熱
層用熱硬化性樹脂を配合した断熱層用熱硬化性樹脂組成物１４を塊状に載置し、さらにク
リアフィルム１０を重ねる。
「２」図３（ａ）又は図４（ａ）に示すように積層物の端部からローラー１５により転押
圧して均一に延伸、脱泡しながら表面層用補強材１１又は補強材１２に表面層用熱硬化性
樹脂組成物１３又は断熱層用樹脂組成物１４を含浸させる。
「３」加熱により各樹脂組成物を半硬化状態として、両面のクリアフィルム１０を剥がし
て半硬化表面層樹脂シート６又は半硬化断熱層樹脂シート７とする。
【００４９】
　また、本発明における半硬化表面層樹脂シート及び半硬化断熱層樹脂シートは「１」乃
至「３」の工程で作製した半硬化表面層樹脂シート６の上に半硬化断熱層樹脂シート７を
作製する事で一体化してもよい。
　尚、半硬化表面層樹脂シート６及び半硬化断熱層樹脂シート７の積段順については、特
段の制約は無い。
【００５０】
　ここで使用するクリアフィルム１０は、耐熱性、剥離性を有し、かつ樹脂組成物に不溶
であれば特に制限はなく、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステル、フ
ッ素系フィルム等のプラスチックフィルム等が使用できる。クリアフィルム１０の厚さは
、樹脂組成物を均一に延伸させるために１０～１００μｍ程度であることが好ましく、２
５～５０μｍがより好ましい。１０μｍ未満の厚さでは、クリアフィルム１０の取扱時に
しわが入りやすくなることや樹脂組成物の延伸時に穴開き等の不具合が発生しやすくなる
。逆に厚さが１００μｍを超えると、延伸時に十分な含浸状態が得られないといった不具
合が発生する。
【００５１】
　半硬化表面層樹脂シート６及び半硬化断熱層樹脂シート７を作製するための硬化温度は
、使用する熱硬化性樹脂、硬化剤の配合量によって決定されるが、通常３０～１００℃、
好ましくは５０～９０℃で作製する。３０℃未満では半硬化状態の保存安定性の面から不
適当であり、１００℃以上では半硬化状態から完全硬化状態に移行する可能性が高くなり
安定した半硬化状態を形成することが難しくなる。また得られた半硬化表面層樹脂シート
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６及び半硬化断熱層樹脂シート７は、長期間安定に保つためにすぐに１０℃以下に冷却す
ることが好ましく、更に好ましくは半硬化表面層樹脂シート６あるいは半硬化断熱層樹脂
シート７の両面のクリアフィルム１０を剥がさない状態で保管し、シート表面からのモノ
マーの揮発を抑制する。
【００５２】
　半硬化表面層樹脂シート６及び半硬化断熱層樹脂シート７の硬化時間は、必要とされる
硬化度に応じて選定されるため一概に特定できないが、２分～１０時間とすることができ
、好ましくは生産性の観点から５分～１時間に調整する。
【００５３】
　半硬化表面層樹脂シート６及び半硬化断熱層樹脂シート７の厚みは、５０μｍ～３００
０μｍ程度であることが好ましく、１００～２０００μｍがより好ましい。５０μｍ未満
では、加熱加圧成形時にシートが破れやすいこと、逆に３０００μｍを超えると樹脂材料
の使用量が増え経済性が低下する傾向がある。
【００５４】
　また、半硬化表面層樹脂シート６及び半硬化断熱層樹脂シート７の切断方法は、特に制
限はないが、切断寸法精度及び生産性を考慮し、トムソン型等を用いることが好ましい。
【００５５】
≪柄付けについて≫
　模様材は、インクジェット印刷、グラビヤ印刷、スクリーン印刷等による印刷や、スプ
レー吹き付け等により模様付けをすることで形成できる。また、模様付けは本発明として
使用する補強材である紙類、ポリエステル樹脂、アクリル樹脂等の有機繊維、あるいはガ
ラス等の無機繊維製の不織布に行うことができ、必要に応じて織布及び／又は不織布にイ
ンク定着層用処理を施すことができる。また、繊維の目付け量は、１５ｇ／ｍ２～３００
ｇ／ｍ２程度である事が好ましく、３０ｇ／ｍ２～１００ｇ／ｍ２がより好ましい。この
目付け量が１５ｇ／ｍ２未満では、繊維表面へのインキ付着面積が少なく、模様が粗くな
り鮮明性が低下する傾向にあり、３００ｇ／ｍ２を超えると、半硬化表面層樹脂シート６
及び半硬化断熱層樹脂シート７の作製に必要な樹脂量が増加し、経済性が損なわれる傾向
にある。
【００５６】
　転写模様材は、クリアフィルムの片面にインキで模様層または単色層上に配された模様
層とが形成されている転写フィルムを用いることが好ましい。また、転写模様材はグラビ
ヤ印刷、インクジェット印刷、スクリーン印刷、スプレー吹き付け等により形成すること
ができる。印刷形態は、印刷完了時に模様がクリアフィルムと反対側に形成される正印刷
と模様がクリアフィルム側に形成される逆印刷があり、どちらの形態でも使用が可能であ
る。転写フィルムを構成するクリアフィルムとしては、耐熱性、剥離性を有し、かつ樹脂
に不溶であれば特に制限はなく、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、ポリエステ
ル、フッ素系フィルム等のプラスチックフィルム、アルミ箔等の金属箔を単体又は他のフ
ィルムと貼り合わせたもの、紙又はプラスチックフィルム等の表面に剥離性のある樹脂を
塗布したものなどが使用できる。
【００５７】
≪防汚性能について≫
　防汚剤は、浴室床用成形品表面に求められる防汚性能に応じて選定できるが、好ましく
は撥油親水性を示すものが使用される。ここで撥油親水性とは、空気中で基材に付着した
油をはじく撥油性を有し、水中では基材を水となじみやすくすることでより油をはじきや
すくなる性質である。これによって水洗いで容易に油汚れが落としやすくなり、特に水回
り製品にとって好適である。
【００５８】
　撥油親水性能は、空気中および水中でのオレイン酸接触角で評価することができる。こ
れはオレイン酸が、浴室のような水回りで発生する人の皮脂成分に近い構造を有するから
である。空気中でのオレイン酸接触角は、例えば成形品表面にオレイン酸約２ｍｇを滴下
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して評価することができる。また水中でのオレイン酸接触角は、オレイン酸が水よりも低
比重であることから、成形品表面を水に濡らした状態で下向きに水中に浸漬し、オレイン
酸を下方より付着させることで評価することができる。
【００５９】
　水洗いで油汚れを落としやすくするためには、発明者らの試験結果によると、空気中で
のオレイン酸接触角を２０度以上、より好ましくは４０度以上とし、水中でのオレイン酸
接触角を９０度以上とすることが好ましい。
【００６０】
　このような撥油親水性を示す防汚剤としては、撥油親水性を示す物質であれば特に制限
されず、撥油性の添加剤と親水性の添加剤を組み合わせて発現させることもできるが、好
ましくは水酸基、パーフルオロアルキル基、芳香環、二重結合基を有する共重合体を用い
る。これらは１種または２種以上を組み合わせることもできる。また撥油親水性能を補助
する目的でシリコーン油、界面活性剤、フッ素系樹脂等を添加してもよい。
【００６１】
　前記共重合体の分子量は、特に限定されないが、質量平均分子量（Mw）で１０００～１
００万であることが好ましく、２０００～１０万であることが好ましい。分子量がこの範
囲であると、樹脂成形体の撥油親水性が良好であるため好ましい。
【００６２】
　前記共重合体中の水酸基とパーフルオロアルキル基のモル比は５０～９９：１～５０が
好ましく、６０～９５：５～４０であることがより好ましい。水酸基とパーフルオロアル
キル基の比率が上記であると樹脂成形体の撥油親水性が良好であるため好ましい。
【００６３】
　また前記共重合体には、基材樹脂との相溶性を持たせるため、芳香環を有することが好
ましく、なかでもベンゼン環が特に好ましい。相溶性を上げることで樹脂中への偏析を防
ぐことができ、そのため撥油親水性も良好になるため好ましい。
【００６４】
　さらに前記共重合体には二重結合基を導入することもできる。二重結合としては特に限
定はされないが、ビニル基、アリル基、アクリロイル基などがあげられる。このような二
重結合があると基材樹脂と結合し、撥油親水性の持続性が優れることがある。
【００６５】
　前記共重合体の添加量は、熱硬化性樹脂１００質量部に対し、０．５～１０質量部であ
り、より好ましくは１～５質量部である。１質量部未満では機能の発現が不十分となるこ
とが多く、逆に１０質量部を超えると経済的に不利となることに加え、硬化物表面に過剰
に防汚剤が配向するため硬化物表面の物性が低下することや容易に防汚剤が脱落するとい
った不具合が発生する。
【実施例】
【００６６】
　以下実施例により本発明を説明する。各実施例において、基材シート（基材層）を形成
する成形材料にはＳＭＣを用いた。ＳＭＣは、スチレンに溶解させた不飽和ポリエステル
樹脂サンドーマ９４１５（ディーエイチ・マテリアル株式会社製、商品名）８５質量部（
スチレン６０質量％含有）及びスチレンに溶解したポリスチレン１５質量部（スチレン６
０質量％含有）の混合物１００質量部に対し、有機過酸化物パーキュアＨＩ（日油株式会
社製、商品名）１．０質量部、重合禁止剤パラベンゾキノン０．７７質量部、内部離型剤
ステアリン酸亜鉛２．５質量部、及び増粘剤酸化マグネシウム２．０質量部、充填剤炭酸
カルシウム１５０質量部を配合して混練した樹脂組成物をガラス繊維に含浸させて作製し
た。また、浴室床用成形品の作製は、半硬化表面層樹脂シート、半硬化断熱層樹脂シート
、ＳＭＣの順に表面用型に載置して、加熱加圧成形により成形品を得た。表面型には凹凸
の深さが４０μｍで、かつ算術平均粗さＲａ値が１．３５μｍの微細凹凸を施したものを
用いた。
【００６７】
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（実施例１）
　ビニルエステル樹脂ＲＦ３０９（昭和電工株式会社製）１００質量部、撥油親水化剤Ｓ
Ｈ－２５（ＡＧＣセイミケミカル株式会社製）３質量部、硬化剤としてパーメックＮ（日
油株式会社製）０．５質量部、パークミルＤ（日油株式会社）０．５質量部、トリエチル
ホスフェートに溶解させたＬ－アスコルビン酸１０％溶液０．５質量部を配合、混合し表
面層用樹脂組成物を得た。
　また、ポリエステル樹脂ＧＮ２５９（ディーエイチ・マテリアル株式会社製）１００質
量部、中空充填材として３ＭグラスバブルズｉＭ１６Ｋ（３Ｍジャパン株式会社製）１５
質量部、パーロイルＴＣＰ（日油株式会社製）０．２５質量部、パークミルＤ（日油株式
会社）１．０質量部を配合、混練して断熱層用樹脂組成物を得た。
　クリアＰＥＴフィルムの上に補強材として目付量３０ｇ／ｍ２のガラス繊維不織布を載
せ、さらに表面層用熱硬化性樹脂組成物または断熱層用熱硬化性樹脂組成物、クリアＰＥ
Ｔフィルムを載せ、ローラーにより転押圧し、脱泡、含浸させた。その後、７０℃にて２
５分硬化させ、ＰＥＴフィルムを両面とも剥離することで半硬化表面層樹脂シートまたは
半硬化断熱層樹脂シートをそれぞれ得た。半硬化表面層樹脂シート及び半硬化断熱層樹脂
シートをＳＭＣ材料と加熱加圧成形により一体成形を行うことで浴室床用成形品を得た。
【００６８】
（実施例２）
　半硬化断熱層樹脂シートの中空充填材の添加量を３０重量部とした以外は実施例１と同
様にして浴室床用成形品を得た。
（実施例３）
　半硬化断熱層樹脂シートの補強材として目付量３００ｇ／ｍ２のガラス繊維不織布を用
いた以外は実施例１と同様にして浴室床用成形品を得た。
（比較例１）
　半硬化断熱層樹脂シートを用いない事以外は、実施例１と同様にして浴室床用成形品を
得た。
（比較例２）
　半硬化表面層樹脂シートに用いる硬化剤をパーメックＮ（日油株式会社製）０．１質量
部、トリエチルホスフェートに溶解させたＬ－アスコルビン酸１０％溶液０．１質量部に
した以外は実施例１と同様にして成形した。
（比較例３）
　半硬化表面層樹脂シートに用いる硬化剤をパーロイルＴＣＰ（日油株式会社製）２質量
部にした以外は実施例１と同様にして浴室床用成形品を得た。
（比較例４）
　半硬化断熱層樹脂シートに用いる補強材として目付量３００ｇ／ｍ２のガラス繊維不織
布を２枚用いた以外は実施例１と同様にして浴室床用成形品を得た。
（比較例５）
　半硬化表面層樹脂シートを用いない事以外は、実施例１と同様にして浴室床用成形品を
得た。
（比較例６）
　半硬化表面層樹脂シート及び半硬化断熱層樹脂シートを用いない浴室床用ＳＭＣ成形品
を得た。
【００６９】
（評価方法）
　得られた成形品を用いて温感性能、汚染試験、転写性の評価を以下記載の方法で実施し
た。その結果を表１に記載する。
｛１｝温感性能１の評価（熱流束の測定）
　浴室床用成形品を５℃の恒温槽に１２時間以上保持する。一方、板状のシリコンゴムシ
ート（５０×５０×２ｍｍ）に熱流束センサＢＦ－０４（バーテル社製）を載置して、セ
ンサ温度が２３℃になるように室内を調整する。５℃に冷却した成形品にセンサに３ｋｇ
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００Ｗ／ｍ２以下を○、それ以上を×とした。
｛２｝温感性能２の評価（足裏温度変化の測定）
　浴室床用成形品を５℃の恒温槽に１２時間以上保持する。十分冷却された成形品の上に
足裏温度を３０℃にした状態で１５秒乗った後にサーモグラフィーにて足裏温度を測定す
る。温感性の良否は、足裏温度２１℃以上は○、それ以下は×とした。
｛３｝汚染試験の評価方法
　５％化粧石鹸水をつけた布で浴室床用成形品表面を２０往復こすり、水で洗浄した後、
乾燥し、色差計でＹ値を測定しＹ０とする。白色ワセリンとＪＩＳ　Ｋ　５１０７カーボ
ンブラックに規定する顔料用カーボンブラックを質量比１０対１に混練した汚染物質１ｇ
を布につけ擦りつける。常温で６０分放置した後に、布で汚染物質をふきとり、５％化粧
石鹸水で表面を２０往復こすり、水で洗浄した後、乾燥し、色差計でＹ値を測定しＹ１と
する。汚染回復率Ｙ（％）をＹ＝Ｙ１／Ｙ０×１００で算出する。汚染性としては、汚染
回復率９０％以上を○、それ以下を×とした。
｛４｝転写性の評価
　浴室床用成形品の表面を、表面粗さ形状測定機サーフコム１３０Ａ（株式会社東京精密
製）で評価長さ１０ｍｍ、測定速度０．６ｍｍ／秒、カットオフ値０．０８ｍｍ、フィル
タ種別ガウシアン、カットオフ比３００に設定し、任意の３箇所を測定した際の算術平均
粗さＲａ（ＪＩＳ　Ｂ０６０１－１９９４）の平均値を求め、成形型に対する転写率を算
出した。転写率８０％以上を○、それ以外を×とした。
　以上の結果を以下の表１に示す。
【００７０】
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【表１】

【００７１】
　表１に示した温感性能１、２の結果から、中空充填材を添加することで、温感性能を有
する浴室床用成形品を得られることがわかった。断熱用樹脂シートに中空充填材を添加し
ていない比較例１、６が温感性能１、２において悪い判定であるのに対し、中空充填材を
添加した実施例１、２、３が温感性能１、２において良好な判定であった。
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　また、比較例２に示すように表面層樹脂シートを硬化度４％にすると成形時の成形材料
の流動と圧力によりシートが破断して、成形性が悪い。
　また、比較例３に示すように表面層樹脂シートを硬化度９０％にすると微細凹凸の転写
率が低下し型表面の形状転写性が悪い。
　また、比較例４に示すように半硬化断熱層樹脂シートの厚みを２．５ｍｍにすると温感
性能は上がるが、汚染性が低下する浴室床用成形品となった。
　結果、半硬化表面層樹脂シート及び半硬化断熱層樹脂シートを所定の硬化度としたこと
で、床表面の微細凹凸を転写し防滑性を有しかつ型表面の形状を十分に転写しているため
意匠性に優れた浴室床用成形品を得ることができた。
【符号の説明】
【００７２】
　１…浴室床用成形品、２…表面層樹脂シート、３…断熱層樹脂シート、４…基材層、５
…表面用型、６…半硬化表面層樹脂シート、７…半硬化断熱層樹脂シート、８…成形材料
、９…裏面用型、１０…クリアフィルム、１１…表面層用補強材、１２…断熱層用補強材
、１３…表面層用熱硬化性樹脂組成物、１４…断熱層用熱硬化性樹脂組成物、１５…ロー
ラー、１６…半硬化表面層樹脂シート、１７…半硬化断熱層樹脂シート、１８…中空充填
材。

【図１】 【図２】
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